
                                  東高関支長工第Ｐ０１０９０号 

                                    令 和 ８ 年 ３月２７日 

 

 住  所  東京都世田谷区駒沢３丁目１５番１号 

 名  称  いであ 株式会社 

 代 表 者  代表取締役社長  田 畑 彰 久  殿 

 

                                  東日本高速道路株式会社 

                                  関東支社 長野工事事務所 

                                  所  長  山 岸 睦 功 

 

成 績 評 定 通 知 書（事 前 評 定） 

 

   貴社が受注した下記の業務について、評定した結果を通知します。 

   なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知 

  を受けた日から起算して７日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年 法律第９１条） 

  第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）に別紙による書面により、 

  説明を求めることができます。 

   疑問の旨に対する説明は、書面により通知いたします。 

   なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり 

  です。 

記 

 

  １．業 務 名     長野工事事務所 工務課施工管理業務 

              「契約番号：Ｂ１２１４００ＥＲ１１０００１４」 

 

  ２．履 行 期 間     令 和 ７ 年 ７月 １日 ～ 令 和 ８ 年 ６月３０日 

 

  ３．事前検査年月日   令 和 ８ 年 ３月２３日 

 

  ４．成 績 評 定     ７８ 点 （項目別評定点は、別表のとおり） 

 

  ５．送 付 先     〒３８０－０９０４ 長野県長野市七瀬中町１６１－１ 

                        ハーモニー七瀬ビル本館 ５階 

              東日本高速道路 株式会社 関東支社 長野工事事務所 庶務課 宛 

              電話番号  ０２６－２６９－６２８１ 

 

  ６．手続き等の問い合わせ先 

              記５．に同じ 

 

 

                                       以   上 



別記様式第2（別表）
別表

業務名）
評価項目 評価の視点

目的と内容の理解 4.8点 ／ 6.0点 7.0点 ／ 8.8点
的確な履行 28.8点 ／ 36.0点 42.3点 ／ 52.9点
業務目的の達成度 14.4点 ／ 18.0点 21.2点 ／ 26.5点
業務実施体制の的確性 9.6点 ／ 12.0点
打合せの理解度 6.0点 ／ 6.0点
指揮系統の迅速性・確実性 8.4点 ／ 14.0点

取組姿勢 責任感・積極性・発注者側の視点 6.4点 ／ 8.0点 9.4点 ／ 11.8点
78.0点 ／ 100.0点 80.0点 ／ 100.0点

78.0点 ／ 100.0点 80.0点 ／ 100.0点
注）評定点の小計は、小数第一位を四捨五入し整数とする。

項 目 別 評 定 点

業務評定・技術者評定
業務評定 担当技術者
管理技術者

評定点の小計
業務執行に係る過失に伴う減点 0.0点
事故等による減点 0.0点

―
―
―

専門技術力

管理技術力

債務不履行又は損害賠償による減点 0.0点
その他（ ） 0.0点
総合評定点



 

説 明 請 求 書 

 

                                     令和  年  月  日 

 

  東日本高速道路株式会社 

  関東支社 長野工事事務所 

  所  長  山 岸 睦 功  殿 

 

 

 

   １ 説明請求者の住所及び氏名 

 

       〒１５４－８５８５   東京都世田谷区駒沢３丁目１５番１号 

       電話番号        ０３－６３２８－５８１０ 

       商号又は名称      いであ 株式会社 

       代表者氏名       代表取締役社長  田 畑 彰 久 

 

 

 

   ２ 説明請求の対象となる調査等名 

 

      【業 務 名】   長野工事事務所 工務課施工管理業務 

      【契約番号】   「契約番号：Ｂ１２１４００ＥＲ１１０００１４」 

 

 

 

   ３ 不服のある事項 

 

 

 

   ４ 上記３の主張の根拠となる事項 

 

 

 

 

 

                                    以   上 

 


